
奈
良
県
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
五
十
二
号

奈
良
県
専
用
水
道
の
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）こ

の
条
例
は
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
一
条

第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
用
水
道
の
水

道
技
術
管
理
者
の
資
格
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
）

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
資
格
は
、

第
二
条

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
土
木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道

工
学
に
関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十

八
号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
土
木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し

た
後
、
二
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

二

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
及

び
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
三
年
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

三

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六

年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
後
、
五
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

四

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年

勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
後
、
七
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

五

第
一
号
、
第
三
号
及
び
前
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
以
外
の
工
学
、
理
学
、
農

学
、
医
学
若
し
く
は
薬
学
に
関
す
る
学
科
目
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し

た
後
、
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
四
年
以
上
、
第
三
号
に
規
定
す
る

学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
六
年
以
上
、
前
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て



は
八
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

六

十
年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
又
は
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事

し
た
経
験
を
有
す
る
者

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
技
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る

者

２

一
日

大
給
水
量
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
専
用
水
道
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
中
「

二
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
以
上
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
三
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
一
年

六
月
以
上
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
五
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
二
年
六
月
以
上
」
と
、
同
項
第
四

号
中
「
七
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
六
月
以
上
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
四
年
以
上
」
と
あ
る

の
は
「
二
年
以
上
」
と
、
「
六
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
以
上
」
と
、
「
八
年
以
上
」
と
あ
る

の
は
「
四
年
以
上
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
十
年
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
以
上
」
と
そ
れ
ぞ
れ

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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